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性
を
示
す
と
共
に
、
人
権
学
習

プ
ロ
グ
ラ
ム
も
策
定
し
、
活
用

に
向
け
た
教
職
員
研
修
を
実
施

し
て
き
た
。
ま
た
（
幼
・
小
・

中
・
高
）
校
種
間
連
携
に
つ
い

て
は
、
教
育
実
践
の
共
通
認
識

と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
構
築
に
向

け
、
各
中
学
校
区
で
協
同
研
究

を
進
め
て
い
る
。

－

人
事
施
策－

問

定
年
延
長
に
向
け
た
制
度

の
見
直
し
が
人
事
院
勧
告
で
示

さ
れ
た
。
本
市
で
も
現
存
す
る

再
任
用
制
度
と
の
関
係
や
高
齢

職
員
を
配
置
し
な
が
ら
の
組
織

の
活
性
維
持
な
ど
、
人
事
施
策

の
あ
り
方
全
体
を
検
討
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

副
市
長

今
後
、
中
年
齢
層
か

ら
の
管
理
職
の
配
置
の
見
直
し

や
定
年
延
長
者
の
役
職
者
と
し

て
の
活
用
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

○
本
会
議
に
お
い
て
、
指
定
管

理
者
制
度
に
関
す
る
資
料
を

委
員
会
開
催
ま
で
に
議
会
に

示
す
と
答
弁
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
約
束
を
果
た
せ
な
い

市
組
織
の
現
状

○
来
年
度
府
の
交
付
金
が
廃
止

さ
れ
る
子
ど
も
安
全
パ
ト
ロ

ー
ル
事
業
に
関
し
て
、
規
模

を
縮
小
せ
ず
市
の
単
独
事
業

で
実
施
す
る
こ
と
の
必
要
性

○
ク
ラ
ブ
活
動
運
営
費
補
助
金

に
関
し
て
、
中
学
校
一
校
あ

た
り
月
額
約
二
万
円
の
補
助

金
の
増
額
の
必
要
性

○
中
学
校
給
食
の
是
非
と
市
の

方
針
等
の
計
画
性

○
就
学
援
助
費
の
増
額
と
近
隣

市
よ
り
も
低
い
基
準
額
の
引

き
上
げ
の
検
討

○
成
和
小
増
築
の
早
期
実
現

○
教
育
費
の
構
成
比
が
全
国
で

も
か
な
り
下
位
で
あ
る
現
状

と
弊
害

○
交
付
金
あ
り
き
の
事
業
展
開

に
よ
る
問
題

○
小
学
校
特
別
教
室
へ
の
空
調

整
備
の
夏
休
み
前
ま
で
の
実

現
と
他
の
方
法
に
よ
る
暑
さ

対
策
の
検
討

○
障
害
児
者
支
援
拠
点
施
設
の

早
期
完
成
に
向
け
た
計
画
の

前
倒
し
や
完
成
ま
で
の
手
立

て
と
し
て
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事

業
の
拡
充
等
を
行
う
必
要
性

○
現
在
一
時
的
に
退
職
金
か
ら

の
借
入
れ
を
行
い
返
還
に
充

て
て
い
る
国
民
健
康
保
険
料

過
徴
収
金
の
財
源

○
行
財
政
改
革
と
し
て
平
成
二

十
二
年
度
の
廃
止
が
計
画
さ

れ
て
い
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
コ

ー
ナ
ー
の
今
後
の
方
向
性

○
待
機
児
童
解
消
へ
、
公
立
園

の
運
用
の
弾
力
化
と
公
民
保

育
園
間
の
保
育
士
配
置
基
準

の
統
一
や
、
長
期
的
な
乳
幼

児
育
成
ビ
ジ
ョ
ン
の
策
定

○
街
頭
犯
罪
多
発
地
域
へ
防
犯

カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
に
あ
た

っ
て
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

へ
の
考
え
方
と
対
応
策

○
本
庁
舎
に
お
い
て
も
消
費
生

活
相
談
業
務
を
行
う
必
要
性

○
災
害
時
に
十
分
な
サ
ポ
ー
ト

を
行
う
た
め
に
必
要
な
高
齢

者
や
障
害
者
の
現
況
を
把
握

す
る
取
り
組
み

○
妊
婦
健
康
診
査
へ
の
助
成
額

拡
充
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
更

な
る
出
産
へ
の
負
担
軽
減
策

○
東
日
本
大
震
災
の
発
生
を
受

け
て
消
防
局
が
派
遣
し
た
緊

急
消
防
援
助
隊
の
活
動
状
況

○
消
防
局
北
東
部
方
面
出
張
所

整
備
計
画
の
早
期
実
現
の
た

め
に
求
め
ら
れ
る
建
設
用
地

確
保
へ
の
一
層
の
取
り
組
み

○
看
護
師
を
確
保
し
七
対
一
看

護
体
制
を
実
現
す
る
た
め
に

総
合
病
院
が
取
り
組
む
べ
き

人
事
施
策
の
あ
り
方

○
規
模
の
縮
小
や
廃
止
方
針
が

示
さ
れ
た
中
小
企
業
対
象
融

資
事
業
の
継
続
を
国
や
府
に

訴
え
て
い
く
必
要
性

○
操
業
環
境
の
確
保
と
住
工
共

生
の
ま
ち
づ
く
り
促
進
の
た

め
に
求
め
ら
れ
る
条
例
制
定

や
ル
ー
ル
策
定
へ
の
早
急
な

取
り
組
み

○
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
汚
染
問
題
へ

の
主
体
的
で
責
任
あ
る
対
応

と
市
民
の
安
心
の
確
立

○
先
の
議
会
で
提
案
、
議
決
さ

れ
た
家
庭
系
ご
み
収
集
民
間

委
託
の
前
倒
し
関
連
予
算
が

未
執
行
と
な
っ
て
い
る
問
題

○
新
年
度
の
ご
み
収
集
体
制
の

あ
り
方
と
環
境
保
全
公
社
に

委
託
す
る
大
型
ご
み
収
集
の

直
営
化
時
期
の
見
通
し

○
駅
前
放
置
自
転
車
対
策
に
お

け
る
鉄
道
事
業
者
の
社
会
的

責
任
の
応
分
負
担

○
市
営
住
宅
整
備
計
画
に
基
づ

く
、基
金
積
立
金
の
活
用
基
準

と
市
債
借
入
額
の
削
減
及
び

住
宅
困
窮
者
数
の
把
握
と
住

宅
提
供
に
向
け
た
取
り
組
み

○
災
害
時
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
と

な
る
上
下
水
道
提
供
に
向
け

た
経
年
管
の
重
点
的
整
備
の

実
施
と
耐
震
化
対
策

○
新
大
蓮
北
幹
線
の
開
札
当
日

の
中
止
理
由
と
、
そ
の
後
の

進
捗
状
況
と
方
向
性

○
近
鉄
奈
良
線
連
続
立
体
交
差

事
業
に
お
け
る
安
全
対
策

○
街
路
整
備
事
業
用
地
買
収
に

か
か
わ
る
土
地
、
建
物
賠
償

の
市
基
準
残
地
補
償
の
一
貫

し
た
対
応

○
駅
前
広
場
の
整
備
状
況
に
応

じ
た
整
備
の
検
討

○
民
間
建
築
物
耐
震
改
修
緊
急

促
進
補
助
金
制
度
に
お
け
る

市
内
業
者
の
育
成

○
住
工
共
生
に
係
わ
る
東
大
阪

市
の
都
市
計
画
の
基
本
的
方

針
と
未
来
像

○
近
鉄
奈
良
線
連
続
立
体
交
差

事
業
の
上
り
線
高
架
化

○
東
日
本
大
震
災
の
影
響
で
本

庁
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
長
期
間

故
障
し
、
本
市
防
災
拠
点
と

し
て
の
不
備
が
指
摘
さ
れ
た

本
庁
舎
管
理
の
あ
り
方

○
本
市
が
行
う
被
災
地
へ
の
救

援
物
資
及
び
内
容
の
拡
充

○
大
阪
府
よ
り
保
安
三
法
業
務

の
権
限
移
譲
を
受
け
る
メ
リ

ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
の
検
証

○
総
合
評
価
方
式
で
入
札
予
定

で
あ
っ
た
新
大
蓮
北
幹
線
増

補
管
下
水
道
工
事
を
中
止
し

た
経
緯

○
生
活
保
護
費
の
適
正
化
に
必

要
な
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
及
び

査
察
指
導
員
の
体
制
強
化

○
日
常
業
務
の
改
善
を
行
う
等

職
員
の
意
識
改
革
の
必
要
性

○
分
析
結
果
を
施
策
に
反
映
す

る
こ
と
を
期
待
す
る
事
務
量

調
査
支
援
業
務
委
託
料

○
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ

誘
致
に
向
け
た
進
捗
状
況

○
東
大
阪
市
文
化
芸
術
振
興
条

例
に
基
づ
く
東
西
狂
言
会
開

催
に
伴
う
市
民
へ
の
優
遇
策

○
東
大
阪
の
カ
レ
ー
パ
ン
を
全

国
に
発
信
す
る
取
り
組
み

○
法
的
根
拠
が
な
い
一
般
職
非

常
勤
職
員
問
題

常
任
委
員
会
の

主
な
審
査
項
目

制
度
の
拡
充
、
専
門
家
に
よ
る

耐
震
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
制
度
の
充

実
な
ど
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

【
災
害
弱
者
へ
の
対
応
】

災
害
時
の
障
害
者
、高
齢
者
支

援
に
つ
い
て
の
質
問
で
は
、ひ
と

り
暮
ら
し
高
齢
者
や
重
度
の
障

害
者
な
ど
の
要
援
護
者
を
対
象

に
、災
害
時
要
援
護
者
登
録
台
帳

へ
現
在
二
万
二
千
名
の
方
が
登

録
さ
れ
て
い
る
。要
援
護
者
の
避

難
生
活
に
対
す
る
配
慮
に
つ
い

て
は
、市
内
二
十
一
カ
所
の
社
会

福
祉
施
設
と
福
祉
避
難
所
と
し

て
の
協
定
を
締
結
し
、災
害
時
の

受
け
入
れ
環
境
の
確
保
を
図
っ

て
お
り
、ま
た
第
一
次
避
難
所
な

ど
に
お
い
て
も
、要
援
護
者
の
状

況
に
応
じ
た
福
祉
的
配
慮
を
行

う
た
め
の
福
祉
ス
ペ
ー
ス
の
確

保
な
ど
を
計
画
的
に
は
か
っ
て

い
き
た
い
と
い
う
答
弁
で
し
た
。

民
主
リ
ベ
ラ
ル
荊
政
会
東
大
阪

さ
き
が
け
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